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■
抽
選
会
／
４
月
４
日
（
土
）

■
そ
の
他
／
詳
し
く

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
生
活
環
境

課
（
☎
58‐
５
１
１
１
・
75‐

３
１
１
１
代
表
）

●

●

●

●

●

筑
波
山
梅
ま
つ
り
開
催
に
よ

る
車
両
通
行
止
め

　

筑
波
山
梅
ま
つ
り
開
催
期
間
中

は
、
事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
防

止
の
た
め
に
、
林
道
沼
田
新
田
酒

寄
線
の
一
部
区
間
の
車
両
通
行
止

め
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
／
2
月
７
日
（
土
）
～
3

月
15
日
（
日
）
9
時
～
16
時

■
車
両
通
行
止
め
区
間

■
問
合
先
／
つ
く
ば
市
観
光
推
進

課
（
☎
０
２
９‐
８
８
３‐

１
１
１
１
） お

知
ら
せ

さ
く
ら
が
わ
人
生
応
援
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト 
通
勤
支
援
事
業

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
人

生
を
ト
ー
タ
ル
で
応
援
す
る
「
さ

く
ら
が
わ
人
生
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
の
一
環
と
し
て
、
若
い
世
代

の
転
出
抑
制
と
本
市
へ
の
移
住
促

進
を
図
る
た
め
に
、
通
勤
支
援
事

業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
／
次
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
方

・�

市
内
に
居
住
し
、
住
民
基
本
台

帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

・
40
歳
以
下
で
あ
る
こ
と

・�

月
に
15
日
以
上
、
市
外
へ
自
家

用
車
、
鉄
道
、
自
動
二
輪
車
に

よ
り
片
道
50
㎞
以
上
通
勤
し
て

い
る
こ
と

■
補
助
対
象
期
間
／
令
和
７
年
１

月
～
12
月

■
補
助
金
額
／
月
額
１
、０
０
０

円
（
最
大
１
２，
０
０
０
円
）

■
申
込
方
法
／
企
画
課
（
大
和
庁

舎
）、
総
合
窓
口
課
（
岩
瀬
・
真

壁
庁
舎
）
に
設
置
し
て
あ
る
申
請

書
へ
、
必
要
事
項
を
記
入
し
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

募

集

ち
ょ
い
カ
フ
ェ
交
流
会
参
加
者

　

仕
事
終
わ
り
に
ち
ょ
っ
と
立
ち

寄
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
気
軽
に
交

流
で
き
る
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
時
間

を
用
意
し
て
い
ま
す
。
今
月
は

チ
ョ
コ
ス
イ
ー
ツ
を
楽
し
め
ま

す
。

■
日
時
／
２
月
20
日
（
金
）
18
時

30
分
～
20
時

■
会
場
／
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

「
さ
く
ら
す
」

■
対
象
／
20
歳
以
上
で
独
身
の
方

■
定
員
／
30
名
（
超
え
た
場
合
は

抽
選
）

■
参
加
費
／
１，
０
０
０
円

■
申
込
方
法
／
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
申
し
込
み

■
そ
の
他
／
詳
し
く
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
合
先
／
生
活
環
境
課
（
☎
58

‐５
１
１
１
・
75‐３
１
１
１
代

表
）

歴
史
講
座
「
桜
川
市
の
歴
史

を
た
ど
る
」
近
世
～
近
現
代

編
　

桜
川
市
の
歴
史
を
時
代
ご
と
に

解
説
す
る
連
続
講
座
の
近
世
～
近

現
代
編
で
す
。
お
気
軽
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

■
日
時
／
3
月
8
日
（
日
）
10
時

～
11
時
30
分

■
会
場
／
真
壁
伝
承
館
ま
か
べ

ホ
ー
ル

※�

駐
車
場
は
高
上
町
駐
車
場
を
ご

利
用
下
さ
い
。

■
定
員
／
80
名
（
先
着
順
）

■
申
込
開
始
日
／
2
月
9
日（
月
）

■
申
込
方
法
／
申
請

フ
ォ
ー
ム
よ
り
申
し
込

み■
問
合
先
／
文
化
財
課
（
☎
58‐

５
１
１
１
・
75‐３
１
１
１
代
表
）

無
料
相
談

司
法
書
士
無
料
相
談
会

　

借
金
や
相
続
ト
ラ
ブ
ル
で
悩
ん

で
い
ま
せ
ん
か
。相
談
会
で
は
、司

法
書
士
が
相
談
に
応
じ
、
解
決
方

法
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
に

な
り
ま
す
。

■
日
時
／
３
月
７
日
（
土
）
９
時

～
15
時

■
会
場
／
市
役
所 

岩
瀬
庁
舎

■
定
員
／
５
名
程
度
（
先
着
順
）

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
桜
川
市
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
２
９
６

‐75‐６
３
０
０
）

●

●

●

●

●

行
政
書
士
無
料
相
談
会

■
日
時
／
２
月
９
日
（
月
）
13
時

～
15
時

※
13
時
受
付
開
始

■
会
場
／
市
役
所 

岩
瀬
庁
舎

■
相
談
内
容
／
建
設
業
や
飲
食
店

な
ど
の
営
業
許
可
、
農
地
転
用
や

開
発
行
為
な
ど
の
許
可
申
請
に
関

す
る
相
談
、
遺
産
分
割
協
議
書
作

成
な
ど
相
続
に
関
す
る
相
談

■
問
合
先
／
桜
川
市
行
政
書
士
連

絡
会
事
務
局
（
☎
０
２
９
６‐76

‐５
１
６
２
）

【
お
詫
び
と
訂
正
】

　

本
紙
２
０
２
６
年
１
月
１
日
号

（
№
４
８
７
）
16
ペ
ー
ジ
「
年
長

さ
ん
ご
紹
介
」
の
記
事
に
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正

い
た
し
ま
す
。

誤　

�

や
ま
と
認
定
こ
ど
も
園 

き

り
ん
組

正　

�

や
ま
と
認
定
こ
ど
も
園 

ぞ

う
組

■
申
込
期
限
／
３
月
13
日
（
金
）

■
申
込
先
／
企
画
課
（
大
和
庁

舎
）、
総
合
窓
口
課
（
岩
瀬
・
真

壁
庁
舎
）

■
そ
の
他
／
詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　■
問
合
先
／
企
画
課
（
☎
58‐

５
１
１
１
・
75‐３
１
１
１
代
表
）

●

●

●

●

●

令
和
８
年
度
浄
化
槽
設
置
費

補
助
金
仮
申
込
み

　

生
活
排
水
に
よ
る
桜
川
の
水
質

汚
染
防
止
の
た
め
、
高
度
処
理
型

浄
化
槽
設
置
に
か
か
る
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

　

ま
た
、
来
年
度
か
ら
浄
化
槽
補

助
金
制
度
が
一
部
変
更
に
な
り
ま

す
。
な
お
、
予
算
額
を
超
え
た
場

合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
仮
申
込
受
付
期
間
／
３
月
２
日

（
月
）
～
23
日
（
月
）
平
日
８
時

30
分
～
17
時
15
分

■
会
場
／
市
役
所
岩
瀬
庁
舎
２
階

大
会
議
室

■
対
象
／
公
共
下
水
道
区
域
外
、

ま
た
は
農
業
集
落
排
水
区
域
外
に

浄
化
槽
を
設
置
す
る
方

　

物
価
高
の
影
響
が
長
期
化
し
、

そ
の
影
響
が
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に

お
よ
ぶ
中
で
、
特
に
そ
の
影
響
を

強
く
受
け
て
い
る
子
育
て
世
代
を

支
援
し
、
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か

な
成
長
を
応
援
す
る
た
め
、
物
価

高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
を
支
給

し
ま
す
。

■
対
象
者
／
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方

①�

令
和
７
年
９
月
分
の
児
童
手
当

を
桜
川
市
か
ら
受
給
し
た
方

②�

桜
川
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

令
和
７
年
10
月
１
日
以
降
に
出

生
し
た
児
童
分
の
児
童
手
当
を

受
給
す
る
方（
公
務
員
を
含
む
）

③�

令
和
７
年
９
月
30
日（
基
準
日
）

時
点
で
桜
川
市
に
住
民
登
録
が

あ
り
、
令
和
７
年
９
月
分
の
児

童
手
当
を
所
属
庁
か
ら
受
給
し

た
公
務
員
の
方

④�

令
和
７
年
10
月
１
日
以
降
、
離

婚
な
ど
に
よ
り
桜
川
市
に
お
い

て
児
童
手
当
の
受
給
者
と
な
っ

た
方

■
支
給
額
／
２
万
円
（
児
童
１
人

当
た
り
）

■
申
請
手
続
き
／
①
に
該
当
す
る

方
は
申
請
不
要
（
児
童
手
当
振
込

口
座
へ
振
込
予
定
。
支
給
日
な
ど

詳
細
に
つ
い
て
は
後
日
、
ハ
ガ
キ

を
送
付
）、
②
③
④
に
該
当
す
る

方
は
要
申
請

※�

公
務
員
の
方
は
、
所
属
庁
か
ら

の
証
明
が
必
要
で
す
。

■
申
請
方
法
／
児
童
福
祉
課
（
岩

瀬
庁
舎
）、
総
合
窓
口
課
（
大
和
・

真
壁
庁
舎
）
の
窓
口
申
請
、
ま
た

は
郵
送
申
請

・�

郵
送
先
／
〒
３
０
９‐

１
２
９
２ 

桜
川
市
岩
瀬
64‐

２ 

桜
川
市
役
所
児
童
福
祉
課

■
申
請
期
限
／
３
月
31
日
（
火
）

■
そ
の
他
／
受
給
を
辞
退
し
た
い

方
や
、
口
座
解
約
・
変
更
な
ど
に

よ
り
児
童
手
当
振
込
口
座
へ
の
振

り
込
み
が
で
き
な
い
方
は
２
月
13

日
（
金
）
ま
で
に
、
児
童
福
祉
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
先

・�

制
度
に
関
す
る
こ
と
／
こ
ど
も

家
庭
庁
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
☎

０
１
２
０‐
２
５
２‐

０
７
１
）

・�

申
請
に
関
す
る
こ
と
／
児
童
福

祉
課
（
☎
０
２
９
６‐
75‐

３
１
５
６
直
通
）

物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当

物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
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市
長
と
語
ろ
う
！�

�

「
市
民
の
日
」

市
長
と
語
ろ
う
！�

�

「
市
民
の
日
」

14さくらがわ　2026.2.1

　

市
民
の
皆
さ
ま
の
声
を
行
政
に

反
映
す
る
た
め
に
、
市
長
と
お
話

し
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
話
題
は
な

ん
で
も
結
構
で
す
。

　

な
お
、
市
長
は
職
務
上
、
急
な

用
務
が
入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
の
場
合
は
副
市
長
な
ど
が

対
応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

お
手
数
で
も
前
日
ま
で
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
日
時
／
2
月
9
日
（
月
）
９
時

～
12
時
（
最
終
受
付
11
時
30
分
）

■
会
場
／
市
役
所 

岩
瀬
庁
舎

■
問
合
先
／
秘
書
広
報
課
（
☎
58

‐５
１
１
１
・
75‐３
１
１
１
代
表
）

●

●

●

●

●

納
期
限
／
3
月
2
日（
月
）

固
定
資
産
税�

４
期

国
民
健
康
保
険
税�

８
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料�

８
期

介
護
保
険
料�

６
期

　
税
・
保
険
料
は
納
期
限
内
に
納
め

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
納
め
忘
れ
が
な
く
簡
単
で

便
利
な
口
座
振
替
制
度
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

２
月
納
期
の�

�

税
・
保
険
料

２
件
の
計
画
改
定（
案
）に
つ
い
て�

�
市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

桜
川
市
地
域
防
災
計
画
改
定

（
案
）

　

市
は
、
令
和
２
年
６
月
に
「
桜

川
市
地
域
防
災
計
画
（
地
震
災
害

対
策
計
画
編
・
風
水
害
等
対
策
計

画
編
）」
を
策
定
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
施
策
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
、
災
害
対
策
基
本
法
及
び

防
災
基
本
計
画
な
ど
の
改
定
に
基

づ
き
、
昨
今
の
地
震
や
風
水
害
な

ど
の
激
甚
化
す
る
自
然
災
害
に
対

処
す
る
た
め
計
画
の
見
直
し
を
行

い
、
改
定
し
ま
す
。

桜
川
市
国
土
強
靭
化
地
域
計

画
改
定（
案
）

　

市
は
、
令
和
２
年
３
月
に
「
桜

川
市
国
土
強
靭
化
地
域
計
画
」
を

策
定
し
、
大
規
模
災
害
時
に
、
地

域
へ
の
致
命
的
な
被
害
を
回
避
す

る
た
め
の
方
針
を
定
め
、
事
業
を

推
進
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
国
お
よ
び
県
の
関
連

計
画
と
の
整
合
性
を
図
る
と
と
も

に
、
激
甚
化
・
頻
発
化
す
る
危
機

事
案
に
対
し
、
市
民
の
生
命
と
財

産
を
守
る
こ
と
を
最
優
先
に
、

ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両
面
を
組
み

合
わ
せ
た
事
業
に
よ
り
、
危
機
事

案
対
策
の
充
実
・
強
化
を
進
め
る

た
め
現
計
画
を
改
定
い
た
し
ま

す
。

共
通
事
項

■
意
見
募
集
期
間
／
２
月
２
日

（
月
）
～
３
月
3
日
（
火
）
必
着

■
公
表
場
所
／
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
ほ
か
、
防
災
課
（
大
和
庁
舎
）、

お
よ
び
総
合
窓
口
課
（
岩
瀬
・
真

壁
庁
舎
）

■
意
見
等
を
提
出
で
き
る
方
／
市

内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、

ま
た
は
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所

を
有
す
る
方
な
ど

■
提
出
方
法
／
ハ
ガ
キ
、
封
書
な

ど
に
「
桜
川
市
地
域
防
災
計
画
改

定
（
案
）
に
対
す
る
意
見
」
ま
た

は
「
桜
川
市
国
土
強
靭
化
地
域
計

画
改
定
（
案
）
に
対
す
る
意
見
」

と
書
き
、
住
所
、
氏
名
ま
た
は
名

称
、
連
絡
先
を
明
記
し
、
郵
送
か

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
送
付
、
ま
た
は
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
電
子
メ
ー
ル
で
も

受
け
付
け
ま
す
。

※�

口
頭
、
電
話
で
の
ご
意
見
は
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

・�

郵
送
先
／
〒
３
０
９‐

１
２
９
３ 

桜
川
市
羽
田

１
０
２
３ 

桜
川
市
総
務
部
防

災
課

・�

Ｆ
Ａ
Ｘ
／
０
２
９
６‐
58‐

５
１
１
５

・�

持
参
先
／
防
災
課（
大
和
庁
舎
）、

総
合
窓
口
課
（
岩
瀬
・
真
壁
庁

舎
）

・�

電
子
メ
ー
ル
／
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
内

専
用
メ
ー
ル
フ
ォ
ー
ム
」
か
ら

送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ・提
出
先
／
防
災
課（
☎

58‐５
１
１
１
・
75‐３
１
１
１

代
表
）


